
香芝市道路占用料に関する条例及び香芝市都市公園条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

令和５年１２月２０日

香芝市長 福 岡 憲 宏

香芝市条例第２４号

香芝市道路占用料に関する条例及び香芝市都市公園条例の一部を改正す

る条例

（香芝市道路占用料に関する条例の一部改正）

第１条 香芝市道路占用料に関する条例（昭和３１年条例第３０号）の一部を

次のように改正する。

別表中「１，０２０円」を「９９０円」に、「１，５７０円」を「１，５

２０円」に、「２，１２０円」を「２，０６０円」に、「９７０円」を「９

４０円」に、「１，５２０円」を「１，４７０円」に、「２，０６０円」を

「２，０００円」に、「３３０円」を「３２０円」に、「９円」を「８円」

に、「９１０円」を「８８０円」に、「５４０円」を「５３０円」に、「１，

８３０円」を「１，７７０円」に、「４５０円」を「４４０円」に、「２，

７２０円」を「２，６１０円」に、「３８円」を「３７円」に、「５４円」

を「５３円」に、「８２円」を「７９円」に、「１６０円」を「１５０円」

に、「３８０円」を「３７０円」に、「１，０９０円」を「１，０６０円」

に、「１８円」を「１７円」に、「５５０円」を「５３０円」に、「０．０

「 「
Ａに０．００８を Ａに０．００６を

乗じて得た額 乗じて得た額

０５」を「０．００４」に、 を に
Ａに０．０１を Ａに０．００７を

乗じて得た額 乗じて得た額

」 」

、「１，３６０円」を「１，３００円」に、「８１０円」を「７８０円」に

、「２７円」を「２６円」に、「２７０円」を「２６０円」に、「６８０円

「
Ａに０．０１４を

乗じて得た額

Ａに０．０１を

乗じて得た額

Ａに０．０１４を

乗じて得た額

Ａに０．０２３を



」を「６５０円」に、「１８０円」を「１７０円」に、
乗じて得た額

Ａに０．０３３を

乗じて得た額

Ａに０．０３３を

乗じて得た額

Ａに０．０３３を

乗じて得た額

」

「
Ａに０．０１２を

乗じて得た額

Ａに０．００９を

乗じて得た額

Ａに０．０１２を

乗じて得た額

Ａに０．０２２を
を に改める。

乗じて得た額

Ａに０．０３１を

乗じて得た額

Ａに０．０２５を

乗じて得た額

Ａに０．０２５を

乗じて得た額

」

（香芝市都市公園条例の一部改正）

第２条 香芝市都市公園条例（昭和５２年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。

別表第２中「１，５２０円」を「１，４６０円」に、「２，３４０円」を

「２，２５０円」に、「３，１５０円」を「３，０３０円」に、「１，４４

０円」を「１，３８０円」に、「２，２６０円」を「２，１７０円」に、「

３，０７０円」を「２，９６０円」に、「４９０円」を「４７０円」に、「

８円」を「７円」に、「１，３６０円」を「１，３００円」に、「８１０円

」を「７８０円」に、「２，７２０円」を「２，６１０円」に、「１６０円

」を「１５０円」に、「３２０円」を「３１０円」に、「１，６３０円」を



「１，５７０円」に、「６８０円」を「６５０円」に、「２７０円」を「２

６０円」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。


